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申請 

申請受付期間： 令和７年１１月２８日（金）～令和８年１２月２５日（金） 

申 請 方 法 ： 原則、オンラインによる電子申請フォームでの申請 

＊電子申請フォームでの申請が難しい場合は、メール・郵送・FAX・窓口へ

の持参による申請も可能 

※予算上限に達した時点で、新規受付を終了します。 

問合せ窓口 

名  称 : 京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金事務局 

所 在 地 : 〒600－8023 

京都市下京区河原町通松原上ル 2丁目富永町 338 

京阪四条河原町ビル 7階（株式会社 JTB 京都支店内） 

電 話 番 号 : 075-275-3056 

E メ ー ル : kyoto-chusho-eco＠bsec.jp 

F A X ： 075-365-7713 

受 付 時 間 : 午前 9時 30分～午後 5時 30分（土・日・祝日、年末年始を除く） 

京都市中小事業者の省エネリノベーション 
支援事業補助金 

 
申請の手引き 
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第４版 

更新履歴 

更新日 主な更新内容 

令和 7年 11月 28日 第１版 公開 

令和 7年 12月 17日 第２版 公開 

12‐13 頁「交付申請時に必要な書類」を更新 

・「見積書（任意様式）」を更新 

・「機器表（様式データ）」を更新 

・「導入設備の仕様が分かるカタログ等の写し」を更新 

・「補助対象事業着工前の写真」を更新 

・「その他必要と認める書類」を更新 

15頁「ア 実績報告時に必要な書類」を更新 

・「その他必要と認める書類」を更新 

令和 8年 1月 5日 第３版 公開 

7頁「（４）補助対象者」を更新 

・「(ｵ) 上記(ｱ)～(ｴ)のほか、京都市長が適当と認める事業者 」

を更新 

14頁「ア 補助対象事業の変更」を更新 

・「交付申請額が変わらない変更（軽微な変更）内容例」を更新 

・「申請が必要な変更」を更新 

令和 8年 1月 21日 第４版 公開 

14頁 ４申請の流れ、必要書類（４）事業の実施を更新 

「変更時に必要な書類」を更新 
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１ はじめに 

脱炭素社会の実現に向けては、市内温室効果ガス排出量の約 4割を占める業務・産業部門にお

ける取組の強化が重要です。しかしながら、市内企業の 99．7％を占める中小企業においては、近

年のエネルギー価格等の物価高騰の影響もあり、省エネ設備の導入や機器の更新が進めにくい状

況にあります。 

そこで、京都市では市内の中小事業者を対象に、省エネ設備の導入に係る経費の一部を補助す

ることで、中小事業者の光熱費の負担軽減とあわせて、CO2排出量の削減を促進することを目的と

して、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金（以下「本補助金」という。）の

交付を実施します。 

 

２ 留意事項 

（１）本事業の実施における留意事項 

本補助金の交付を申請する事業者の皆様には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金適正化法」という。）」及び「交付規程」をご理解

のうえ、また以下の点についても十分にご認識いただいたうえで、手続きを適正に行っていただ

きますようお願いいたします。 

 
 

（２）工事にあたって、関係者への確認について 

 工事を行う事業所の所有者が申請者と異なる場合、所有者と事前協議しておいてください。 

 工事を行う事業所を複数の者で共有している場合、共有者全員と事前協議しておいてください。 

 トラブルのないよう事前調整をお願いいたします。トラブルが生じた場合においても責任を負

いかねます。 

 

1 補助金に関係する全ての提出書類において、その内容に虚偽の記述を行わないでくださ

い。 

2 補助金の交付決定を通知する前に、既に工事発注等を行った事業等については、補助金の

交付対象とはなりません。 

3 本補助金について、必要に応じて、京都市等による現地検査等が実施される場合がありま

す。 

4 補助金で取得し、又は効用の増加した財産（取得財産等）については、補助事業の完了後

においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的

運用を図らなければなりません。また、取得財産等について、財産の処分制限期間内に処

分しようとするときは、事前に処分内容等について執行団体等（執行団体又は京都市）の

承認を受けなければならず、補助金の返還が発生する場合があります。 

5 補助事業の実施に関し不正行為等が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消

を行うとともに、支払い済の補助金のうち解除対象となった額について返還を命じます。

なお、補助金に係る不正行為に対しては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律」第 29 条から第 33 条において、刑事罰等が科される旨が規定されています。 
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（３）取得財財産等の処分について 

本補助金を活用して取得又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）を、取得財産

等の処分制限期間内に処分しようとするときは、事前に処分内容等について執行団体等の承認を

受ける必要があります。また、その際、補助金の返還が生じる場合があります。 

※処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

取壊す（廃棄を含む。）こと等をいいます。 

 

各設備の処分制限期間（法定耐用年数とする。）は以下の通りです。 

設備 細目 法定耐用年数 

空調設備 

（エアコン）※ 

器具及び備品（家庭用） ６年 

建物附属設備（業務用） 冷暖房設備（出力２２kW以下） １３年 

建物附属設備（業務用） その他 １５年 

照明機器 
蓄電池電源設備 ６年 

その他のもの １５年 

給湯設備  ６年 

※冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアコン

であっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に該当せ

ず、「建物附属設備」の冷房設備に該当します。 

 

（４）補助金の併用について 

 本補助金と、国、京都府など他の公的補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第２

条第４項第１号に掲げる補助金、及び同項第２号に掲げる資金を含む。)の同一設備における

併用はできません。本事業で申請している補助対象設備を、他の補助金でも申請し、他の補

助金の交付が決定した場合は、早急に事務局に連絡のうえ、指示に従ってください。 

 

（５）申請の留意事項 

ア 主な内容について 

・申請等は、事務局が書類の不足等がないことを確認した時点で受け付けたものとみなします。

電子申請フォームのステータスで確認ください。 

・申請窓口において、申請書類等の写しの交付や返却は行いませんので、控えはご自身でご用意

ください。 

・提出書類は、本事業に必要となる一連の業務のためにのみ利用し、申請者の秘密は保持します。 

・補助対象工事の契約及び着工は、必ず交付決定通知日以降に実施してください。交付決定を通

知する前に実施したものについては、補助金の交付対象とはなりません。 

・申請手続き後に交付申請額に変更が生じる場合は、原則として、工事着工前に必ず変更の手続

きを行ってください。（軽微な変更を除く。） 

・工事の中止・廃止をするときは、廃止申請の手続きを行ってください。 

・工事内容の確認のため、現場検査を実施することがあります。 

・交付申請等の手続について、申請者が他の者から支援を受ける場合、その費用等について申請

者と支援者の両者で事前に合意し、トラブルにならないように留意してください。なお、同手

続によって支援者が報酬を受ける場合は、行政書士法の規定にご留意ください。 
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イ 見積書の取得について 

補助対象事業を遂行するために売買又は請負契約を行う場合、契約先の選定を一般の競争に

付す必要があります。その手法の 1 つとして、原則、同条件で２者以上の見積書を取得し、補

助対象経費が安い方の見積書を提示した事業者を補助対象事業の契約先として選定してくだ

さい。 

※補助対象経費は原則、補助対象設備ごとに安いかどうかの比較を行います。そのため、補助

対象設備ごとの補助対象経費の金額が分かる見積書を２者以上（選定しない方の事業者が作

成したものを含む。）から取得する必要があります。 

※見積書の取得に当たっては、宛名（申請者名）、発行日（交付申請前の日付）が明記された見

積書を事業者から取得してください 

ウ 写真の撮影について 

補助金のご利用に当たっては、工事の着工前や工事中、完了後の写真の提出が必要となりま

す。撮影を忘れた場合、補助金を交付できないことがありますので、予め必要な写真をご撮影

ください。 

 

３ 補助金の概要について 

（１）補助事業名 

 京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金 

 

（２）申請受付期間 

 令和７年１１月２８日（金）～令和８年１２月２５日（金） 

※申請総額が予算上限に達した時点で、受付を終了します。 

※郵送での申請の場合、令和８年１２月２５日（金）必着です。 

 

（３）補助対象事業の実施期間 

補助対象事業は、申請受付期間中（令和７年１１月２８日（金）～令和８年１２月２５日（金））

に申請され、事業着手が交付決定の日から３０日以内、かつ、事業完了が令和９年２月１２日（金）

までになされており、実績報告の完了が次のイに示す期限までの事業です。 

ア 補助対象事業の実施期間（事業着手～事業完了）の考え方 

・事業着手 

事業着手とは、相手方（設置工事業者やメーカー）との契約締結行為又は機器の発注行為を指

します。 

・事業完了 

事業完了とは、工事費用の支払い完了をもって事業完了とする。 

イ 提出期限 

・実績報告 

補助対象事業が完了した日から起算して３０日以内又は令和９年２月２８日（日）のいずれか

早い日 
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（４）補助対象者 

本事業の対象事業者は、京都市内に事業所を有する者であって、次のアかつイの条件を満た

している者とします。 

ア 中小企業者等 

京都市内において、既に事業活動を営んでいる既築の工場、事業場、店舗、宿泊施設、医療

機関、福祉施設、教育機関等を有する以下の中小企業者等で、かつ交付を受けた決定年度から

起算して５年間「エネルギー消費量等報告書」を提出することを確約できる事業者 

(ｱ) 中小企業者 

中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条第１項に規定する中小企業者 

ａ 次の会社及び個人 

主たる事業として営んでいる

業種 

資本金基準※１ 

（資本金の額又は出資の総額） 

従業員基準※１ 

（常時使用する従業員数※２） 

製造業その他（卸売業、小売

業、サービス業を除く。） 
３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

b ゴム製品製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業は、次のとおり 

業種分類 資本金基準※１ 従業員基準※１ 

ゴム製品製造業※４ ３億円以下 ９００人以下 

ソフトウェア業又は情報処理

サービス業 
３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

※１資本金基準、従業員基準のいずれかの基準を満たせば対象となります。 

※２常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。 

※３以下の項目に該当する中小企業は対象となりません。 

・発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属している企業 

・発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属している企業 

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を含めている企業 

※４自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く 

ｃ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その

他特別の法律により設立された組合及びその連合会であって中小企業等経営強化法施行

令（平成１１年政令２０１号)で定める法人格を有する団体 

(ｲ) 有限責任事業組合 

有限責任事業組合契約に関する法律（平成 17年法第 40号）第２条に規定するもの 

(ｳ) 医療法人 

常時使用する従業員の数が３００人以下のもの 

(ｴ) 社会福祉法人 

常時使用する従業員の数が１００人以下のもの 

(ｵ) 上記(ｱ)～(ｴ)のほか、京都市長が適当と認める事業者 

常時使用する従業員の数が１００人以下の学校法人、NPO法人、一般社団法人、宗教法人

など 
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イ 以下の(ｱ)～(ｻ)に該当しない者 

(ｱ) 既に納期が到達している国税及び地方税の未納滞納者 

(ｲ) 役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表者を

いう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第

７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）であると認められる者 

(ｳ) 暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与してい

ると認められる者 

(ｴ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

(ｵ) 役員等が暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

或いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

(ｶ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

(ｷ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が(ｲ)から(ｶ)

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる者 

(ｸ) (ｲ)から(ｶ)まで（(ｷ)の場合を除く。）のいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契

約その他の契約の相手方とした場合に、当法人が当該契約の解除を求めたにもかかわら

ず、これに従わない者 

(ｹ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定

める風俗営業を営む者 

(ｺ) 公序良俗に反する活動を行う団体、その他市長が適当でないと認める団体  

(ｻ) 国又は地方公共団体等の事業所等 

 

（５）補助金の額 

補助率及び補助金額は、以下のとおり、予算の範囲内で交付します。 

なお、補助対象経費の合計額の 1/3 を補助率とし、算出した補助金額に 1,000円未満の端数

がある場合は切り捨てます。 

補助率 １／３ 

補助金額 上限２００万円、下限２０万円 

 

・補助対象経費は消費税相当額を除いた補助対象事業に係る機器費・工事費です。 

・本申請において、同一の補助対象者が複数回申請することはできません。また、複数の事業

所について申請する場合は、1回の申請にまとめてください。 

・複数の交付申請書が同時に提出された場合で、それらの交付申請額の合計額がその時点での

補助金予算残額を超える場合は、補助金予算残額に申請額の比率（各交付申請額をそれらの

交付申請額の合計で除した率）を乗じて得た額を超えないものとする。 
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３ 補助対象となる事業と要件 

（１）補助対象事業及び補助対象設備 

本事業の趣旨をご理解いただき、「省エネ」となる設備更新を実施してください。 

補助対象事業は補助対象者が有する京都市内の事業所（既存建築物）において、以下に掲げ

る補助対象設備を導入する事業とします。 

① 空調設備 

対象施設に設置するもので、更新対象の既存機器の製造年が２０１４年以前の設備である

こと。導入機器の製造年が２０２４年以降の設備であること。 

（電気式空調機からガス式空調機への更新は CO2排出量増のおそれがあるため対象外です） 

② 照明機器 

対象施設に設置するもので、更新対象の既存機器が非 LED照明器具であること。 

導入機器が LED照明器具であること。 

※電球の交換のみ、バイパス工事は不可。 

③ 給湯設備 

対象施設に設置するもので、導入機器の製造年が２０２４年以降であり、燃料転換（電化

又は重油からガスなど省 CO2に資するものに限る。）となるもの。 

燃料転換による更新可否早見表（給湯設備） 

更新後 

 

 

 

 

 

更新前 

電
気 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド 

（
電
気
・
都
市
ガ
ス
） 

都
市
ガ
ス
・
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス 

灯
油
、
廃
油
、 

重
油
（
Ａ
～
Ｃ
、
再
生
） 

廃
木
材 

電気  × × × 〇 

ハイブリッド 

（電気・都市ガス） 
〇  × × 〇 

都市ガス・プロパンガス 〇 〇  × 〇 

灯油、廃油、 

重油（Ａ～Ｃ、再生） 
〇 〇 〇  〇 

廃木材 × × × ×  
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（２）補助対象事業の要件 

上記設備に関係のない工事を申請に含み、補助金の交付を受けたことが発覚した場合、対象

設備分含めた補助金の全額返還となります。 

また以下を満たす必要があります。 

・補助対象経費は消費税相当額を除いた補助対象事業に係わる機器費・工事費。 

・更新後の機器等はすべて新品であること。 

・補助対象事業に京都市、京都府及び国など他の公的補助金を併用しないこと。 

・設備等のうち補助対象となるものについては、商用化されたものであること。 

・設備等のうち補助対象となるものについては、補助申請者に所有権があるもの。 

 

（３）補助対象経費・補助対象外経費の例 

補助対象経費 補助対象外経費 

・設備設置等にあたり必要な建築物の躯体に

関する工事費 

・既存設備(断熱材含む)の解体､撤去､移設､ 

処分に係る費用 

・産業廃棄物及び廃材の処分費 

・養生清掃費 

・新たに導入する設備 

・消耗品のみの購入 

・公租公課（消費税等）、官公署に支払う 

手数料等（印紙代等）、振込手数料等 

・過剰な設備、予備用の設備、本事業以外に

おいて使用することを目的としたもの 

・土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する

費用 

・本事業と直接関係のない工事に要した費用

（設計費用等） 

・設備導入後に稼働させるための燃料費、 

その他のランニング費用 

・レンタル/リースの設備 

・企画設計（設備の設置可否を判断する調

査、FS 調査やポテンシャル調査等） 

・電力会社や所轄行政機関等への申請/届出/

登録に係る費用 

・商用化されていない設備や中古設備の導入

に係る費用 

・保守契約費/メンテナンス費 

・本補助金の申請手続きに係る費用 

(申請手続きの委託費や手数料) 
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４ 申請の流れ、必要書類 

（１）申請の流れ 

主な申請の流れは以下の通りです。 

申請者 事務局 

  

  

専用フォーム 

⑥補助金交付額決定の通知 

補助金の請求 

※交付額決定通知書を専用フォームに

アップロードし、その旨を電子メール

で通知します。 

 

 

 

 

 

⑦補助金の交付 

※請求日から起算して３０日以内に、指

定の口座に振込みます。 

提出書類の不備確認・審査 

（10営業日程度、申請状況により変動） 

④事業の実施 

①契約先の選定 
原則、２者以上の見積書を取得し、補助対

象経費がより安い見積書を提示した事業

者を補助対象事業に係る売買又は請負契

約先（候補）として選定してください。 

専用フォーム 

事業着手 

交付決定の日から３０日以内に事業着手

してください。 

工事（工事代金の支払いまで） 

＜工事期間＞ 
～令和９年２月１２日(金) 

②交付申請書の提出 
＜申請期間＞ 

令和７年１１月２８日(金)～ 

令和８年１２月２５日(金) 

 

※郵送での申請の場合、 

令和８年１２月２５日必着 

⑤実績報告書【第８号様式】及び 

エネルギー消費量等報告書※１の提出 

※１採択年度の前年度実績分 

＜提出期限＞ 

事業完了した日から起算して３０日以内

又は令和９年２月２８日（日）のいずれ

か早い日 

※交付申請額に変更が生じた場合は、事

前に変更承認を受けること。 

（増額は認められません。） 

※郵送での申請の場合、 

令和９年２月２８日（日）必着です 

メール 

③補助金交付決定の通知 

※交付決定通知を専用フォームにアッ

プロードし、その旨を電子メールで通

知します。 

 

 

 

 

提出書類の不備確認・審査 

（10営業日程度、申請状況により変動） 

受付 

受付 

（重要）この時点では事業者の選定に留

め、発注や契約締結は、「③補助金交付決

定通知」以降に行ってください。 
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（２）交付申請 

次の表に掲げる書類を、原則、電子申請フォームで申請してください。 

申請書の提出のあった日から起算し、申請書類に不足があった場合は１～２営業日以内に、申

請書類の不備が有った場合は３～５営業日以内に電子申請フォームの連絡板のコメントを更新

いたします。 

交付申請時に必要な書類 

提出書類（様式等） 補足 

交付申請書（第１号様式）  

事業所の位置図（任意様式） □補助対象を設置する事業所の場所がわかるよう、その

周辺を示した地図の写し 

補助対象工事を行う部屋及び設置個所

がわかる平面図（任意様式） 

□事業所の間取り及び補助対象設備の設置箇所がわか

る平面図 

※複数の設備を設置する場合は、機器表に記載する番号

と対応させて、わかりやすく整理してください。 

見積書（任意様式） □同条件で 2者以上の見積書を取得している 

□宛名（申請者名）、発行日（作成日）が明記されている 

□補助対象経費と補助対象外経費の別が分かる 

□申請日が有効期限内である 

※見積の項目は補助対象設備ごとに分けて記載してく

ださい。 

※複数事業所を申請される場合は、事業所ごとに見積の

項目を分けて記載してください。 

※補助対象設備ごとに、補助対象経費の合計が分かるよ

うに記載してください。 

※消費税などは除いてください。 

※補助対象となる工事で値引きがある場合、補助の対象

となる工事に要する費用は値引き分を引いた費用と

してください。 

【採用分】 

□補助対象経費の合計金額が相見積よりも安価である 

機器表（様式データ） 補助対象設備ごとに、機器の型番や性能を記載すること

※複数の設備を設置する場合は、機器表に記載する番号

と平面図や事業着工前の写真等を対応させ、わかりやす

く整理してください。 

導入設備の仕様が分かるカタログ等の

写し 

以下の内容について、機器の導入前後が比較できるもの 

□補助対象設備の型番や性能等がわかる 

※補助対象設備の型番や性能等が分かりやすいよう印

等を記載してください。 

補助対象事業着工前の写真 以下の内容を含めた導入前の設置状況と製品型番がわ

かる写真 

※複数の設備を設置する場合は、機器表に記載する番号
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と対応させて、わかりやすく整理してください。 

※ただし、型番の表示がわからない場合は、 

その旨を記載すること 

【空調設備】□型番  □室内機  □室外機 

【照明機器】□型番  □照明器具本体 

【給湯設備】□型番  □給湯機本体 

その他必要と認める書類 空調設備は、既設の設備の製造年が分かる根拠資料 

※既存機器の製造年が２０１４年以前の設備である事

を証明する根拠資料が必要です。根拠資料が無い場合

は、要件を満たさず補助対象外となります。 

※製造年が分からない場合は、設置時の納入仕様書、取

扱説明書、または、室内機・室外機に型番が記載され

ているかと思いますので、インターネットで調べてい

ただくか、メーカーに問合せをしてください。 

(別途、交付申請後に求める場合あり) 

 

（３）補助金交付決定通知 

提出された交付申請書をもとに、書類不備の確認を完了したものから先着順で、当該申請に係

る書類等の審査を行います。補助金を交付することが適当であると認めるときは、申請者宛てに、

補助金の交付を決定する旨と合わせて交付予定額を通知します。 

なお、審査期間は、必要書類が揃ってから 10営業日程度です（申請量により前後します）。 

次のことを御理解の上、交付申請を行ってください。 

・補助金は予算の範囲内で交付するため、予算終了間際の申請で採択されることになった場合に

は、交付申請額どおりにならない場合があります。 

・審査の途中経過及び審査結果についてのお問い合わせには、一切応じられません。 

・交付決定後は、原則、補助対象事業における機種・型式、性能等を申請書に記載いただいたも

のから変更することはできません。なお、変更についてやむを得ない理由がある場合に限って

は、変更申請を行い、変更の承認を受けてください。 

・補助金の予算残額、採択件数等はホームページで公表しております。 

 

（４）事業の実施 

申請者は、交付決定通知後、速やかに補助対象事業に着手してください。交付決定の日から  

３０日以内に事業着手が行われていなかった場合は、合理的な理由がある場合を除き、交付決定

を取り消します。 

ア 補助対象事業の変更 

・交付決定の通知後、次に掲げる事項について変更しようとする際は、速やかに変更（廃止）

承認申請書（第４号様式）に変更理由を記載して提出し、その承認を得る必要があります。 

・なお、この場合において、当該変更による申請金額の増額は認められません。また、事業着

手後に協議なく「着手前に申請が必要なもの」に該当する変更があった場合、交付決定を取

り消す場合があります。 

・申請内容の変更に伴い変更契約を必要とする場合は、変更契約の締結までに執行団体等から

変更承認通知を受け取っている必要があります。 
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・交付申請額が変わらない変更（軽微な変更）がある場合は、完了時の実績報告書の記入欄に

変更内容を記入してください。 

（例）交付申請額が変わらないサイズや仕様の変更 

引越しなど申請者の所在地の変更 

異動などによる申請担当者の氏名や連絡先の変更 

工事施工者の変更 など 

・不明な点があれば、変更前に事務局までご相談ください。 

 

申請が必要な変更 

着手前に申請が必要なもの 

・補助対象事業の内容の大幅な変更により補助額が変更 

・補助対象事業における機種・型式・性能の変更 

 

変更時に必要な書類 

提出書類（様式等） 補足 

変更承認申請書（第４号様式）  

変更の箇所がわかる書類 工事の変更内容が分かるよう、機器表、仕様のわかるカタ

ログの写し、平面図、契約した工事業者等の変更分見積書

等を添付してください。 

 

イ 補助対象事業の廃止 

補助対象事業を廃止しようとするときは、補助対象事業の実施を取りやめようとしたときから

令和８年１２月２５日（金）までの期間に速やかに変更・廃止承認申請書（第４号様式）を提出

してください。 

廃止時に必要な書類 

提出書類（様式等） 補足 

廃止承認申請書（第４号様式） 改修工事を中止するなど補助金の交付申請を取りやめる

場合は必ず提出してください。 

 

（５）実績報告 

申請者は、更新工事が完了したときは、次の表に掲げる書類を、原則、電子専用フォームで提

出してください。申請書の提出があった日から起算し、申請書類に不足が有った場合は１～２営

業日以内に、申請書類の不備が有った場合は３～５営業日以内に電子申請フォームの連絡板にコ

メントを更新いたします。 

ア 実績報告時に必要な書類 

提出書類（様式等） 補足 

実績報告書（第８号様式）  

契約書の写し（任意様式） □契約内容が採用した見積書の内容と一致 

□設置の経費及び設置台数 

□設置する事業所の所在 

※契約書もしくは別紙にて実施内容の内訳が分かること 
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支出を証する書類の写し（領収書等） □既存機器の撤去・処分並びに補助対象設備の購入 

補助対象事業完了後の写真 以下の内容を含めた導入後の設置状況と製品型番がわか

る写真 

※ただし、製品型番の箇所の撮影が困難な場合は、その旨

を記載し、交換後の機器の全体写真と保証書の写し（写

真）を提出 

※複数の設備を設置する場合は、機器表に記載する番号

と対応させて、わかりやすく整理してください。 

【空調設備】□型番 □室内機 □室外機 

【照明機器】□型番 □照明器具本体 

【給湯設備】□型番 □給湯機本体 

※天井埋込形の空調や照明機器の銘板等は工事中でない

と撮影できないものもあるため忘れずに撮影すること。 

エネルギー消費量等報告書 

（エネルギー消費量等報告書に関す

る要綱第８号様式） 

□前年度（前年 4月～今年 3月）分 

※採択されたすべての事業者が提出必要です 

【令和 7年度に採択された事業者】令和 6年度分の実績 

【令和 8年度に採択された事業者】令和 7年度分の実績 

補助金交付請求書（第９号様式）  

通帳等の写し □表紙及び見開きページ 

以下が確認できるもの 

□補助金振込先の口座名義人（フリガナ） 

□金融機関名  □店名 

□預金の種類  □口座番号 

その他必要と認める書類 空調設備と給湯設備は、新設の設備の製造年が分かる根 

拠資料 

※導入設備の製造年が２０２４年以降である事を証明す

る根拠資料が必要です。根拠資料が無い場合は、要件を

満たさず補助対象外となります。 

※製造年が分からない場合は、設置時の納入仕様書、取扱

説明書、または、室内機・室外機に型番が記載されてい

るかと思いますので、インターネットで調べていただ

くか、メーカーに問合せをしてください。 

(別途、交付申請後に求める場合あり)  

 

イ 実績報告における留意事項 

経理処理上、次のような場合は補助金の交付対象となりません。 

・令和９年２月１２日（金）までに、事業完了していない場合 

・証拠帳票類が不備の場合 

・他の取引と相殺して支払が行われている場合 

・手形小切手、クレジットカード、ポイントカードによるポイント等で支払いが行われている

場合（金融機関等からの振込払い又は現金払い以外の方法で支払が行われている場合） 
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・関連会社（資本関係のある会社等）との取引の場合  など 

 

ウ 実績報告の提出受付期間 

事業完了した日から起算して３０日以内又は令和９年２月２８日（日）のいずれか早い日 

 

（６）補助金の交付 

実績報告完了後、事務局での確認が完了し補助金の交付額が決定した場合、交付額決定通知書

を通知後、補助金交付請求書に記載された口座に補助金を振り込みます。 

 


